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高
齢
者
が
生
き
が
い
を
持
ち
、

健
康
を
維
持
し
な
が
ら
、
活
力
に

満
ち
た
高
齢
期
を
過
ご
す
た
め
、

高
齢
者
の
社
会
参
加
を
支
援
す
る

と
と
も
に
、
就
労
の
促
進
を
図
り

ま
す
。

介
護
予
防
・
重
度
化
防
止
の
た

め
の
取
り
組
み
や
、
介
護
予
防
の

側
面
か
ら
だ
け
で
な
く
保
健
事
業

と
一
体
的
に
推
進
す
る
こ
と
で
、

よ
り
効
果
的
に
事
業
を
実
施
し
ま

す
。

【
基
本
理
念
】

地
域
で
支
え
る

生
き
が
い
づ
く
り

共
に
暮
ら
し

共
に
暮
ら
し

共
に
支
え
る

共
に
支
え
る

長
寿
た
か
し
ま

長
寿
た
か
し
ま

認
知
症
の
発
症
を
遅
ら
せ
、
認

知
症
に
な
っ
て
も
尊
厳
を
保
持
し

な
が
ら
、
希
望
を
持
っ
て
住
み
慣

れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し

続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
認

知
症
の
人
と
家
族
へ
の
一
層
の
支

援
を
図
り
ま
す
。

認
知
症
の
相
談
窓
口
の
周
知
に

よ
っ
て
、
早
期
の
相
談
に
つ
な
が

る
よ
う
取
り
組
み
ま
す
。

認
知
症
の
人
と
家
族
を
支
え
る

体
制
づ
く
り

災
害
時
に
お
い
て
自
力
避
難
が

困
難
な
高
齢
者
の
安
全
確
保
を
図

る
と
と
も
に
、
災
害
や
感
染
症
等

の
対
策
の
重
要
性
に
つ
い
て
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
と
共
有

し
、
非
常
時
に
お
い
て
も
安
定
し

た
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
受
け
ら
れ
る

体
制
の
構
築
を
推
進
し
ま
す
。

安
心
安
全
を
支
え
る

生
活
環
境
づ
く
り

中
長
期
的
な
人
口
動
態
や
医

療
・
介
護
を
効
率
的
、
効
果
的
に

提
供
す
る
体
制
を
見
据
え
た
う
え

で
、
施
設
・
サ
ー
ビ
ス
種
別
の
変

更
な
ど
に
よ
っ
て
、
必
要
な
介
護

サ
ー
ビ
ス
が
適
正
に
提
供
さ
れ
る

よ
う
取
り
組
み
ま
す
。

利
用
者
が
安
心
し
て
質
の
高
い

み
ん
な
で
支
え
る

介
護
保
険

※
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
と
は

高
齢
に
な
り
、
た
と
え
介
護
が

必
要
な
状
態
に
な
っ
て
も
、
可
能

な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心

し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
医
療
・
介
護
・
予
防
・
住
ま

い
・
生
活
支
援
が
一
体
的
に
提
供

さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

65歳以上の方の介護保険料
（第１号被保険者）

地域包括ケアシステムの姿（イメージ）

◎介護保険はみんなで支え合っています

介護保険は、国や県、市が負担する「公
費」と皆さんに納めていただく「介護保険料」
を財源に運営されています。

高
齢
者
や
そ
の
家
族
が
住
み
慣

れ
た
地
域
で
、
自
分
ら
し
い
暮
ら

し
を
人
生
の
最
期
ま
で
続
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
※
の
実
現
に
向
け
た

中
核
的
機
関
で
あ
る
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化
を
図
り

ま
す
。

ダ
ブ
ル
ケ
ア
・
ヤ
ン
グ
ケ
ア

ラ
ー
・
介
護
離
職
な
ど
、
介
護
者

が
抱
え
る
悩
み
や
多
様
な
ニ
ー
ズ

に
対
応
で
き
る
よ
う
支
援
体
制
を

強
化
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
虐

待
防
止
に
対
す
る
体
制
の
充
実
や

再
発
防
止
に
向
け
た
取
り
組
み
を

強
化
し
ま
す
。

暮
ら
し
を
支
え
る

地
域
づ
く
り

介
護
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
介
護
人
材
を
確
保
す
る
取
り

組
み
の
強
化
や
、
将
来
に
わ
た
っ

て
安
定
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
体
制
を
確
保
し
て
い
く
観
点
か

ら
、
介
護
現
場
の
生
産
性
向
上
に

取
り
組
み
ま
す
。

介
護
保
険
制
度
の
信
頼
を
高

め
、
持
続
的
運
営
を
図
る
た
め
、

利
用
者
に
過
不
足
の
な
い
適
切
な

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ

う
努
め
ま
す
。

◎令和６年度から令和８年度の介護保険
料の「基準額」は据え置きします

介護保険給付基金を活用することで、第
９期期間中の介護保険料の「基準額」は第
８期を据え置きます。一方、国において所
得段階の見直しが行われ、さらなる多段階
化、世帯全員市民税非課税所得層の介護保
険料乗率引き下げとなったため、市におい
ても所得段階等を変更しました。

高
島
市
の
高
齢
者
人
口
は
減
少
す
る

高
島
市
の
高
齢
者
人
口
は
減
少
す
る

傾
向
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
高
齢
化
率

傾
向
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
高
齢
化
率

は
令
和
５
年

は
令
和
５
年
1010
月
現
在

月
現
在
3636
・
５
％
と
な

・
５
％
と
な

っ
て
い
ま
す
。
令
和

っ
て
い
ま
す
。
令
和
2222
年
に
は

年
に
は
4646
・
１
・
１

％
ま
で
上
昇
し
、
要
支
援
要
介
護
認
定

％
ま
で
上
昇
し
、
要
支
援
要
介
護
認
定

率
も
上
昇
す
る
と
想
定
し
て
い
ま
す
。

率
も
上
昇
す
る
と
想
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
す
べ
て
の

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
す
べ
て
の

高
齢
者
が
心
身
と
も
に
健
康
で
、
社
会

高
齢
者
が
心
身
と
も
に
健
康
で
、
社
会

的
な
役
割
を
持
っ
て
、
可
能
な
限
り
住

的
な
役
割
を
持
っ
て
、
可
能
な
限
り
住

み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ

み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
、
地
域
で
生
活
す
る
す
べ
て

と
が
で
き
、
地
域
で
生
活
す
る
す
べ
て

の
人
が
共
に
支
え
合
い
、
力
を
発
揮
で

の
人
が
共
に
支
え
合
い
、
力
を
発
揮
で

き
る
地
域
共
生
社
会
の
実
現
な
ど
を
目

き
る
地
域
共
生
社
会
の
実
現
な
ど
を
目

指
し
て
、
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年

指
し
て
、
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年

度
ま
で
を
計
画
期
間
と
す
る
「
高
島
市

度
ま
で
を
計
画
期
間
と
す
る
「
高
島
市

高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
９
期
介
護
保
険

高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
９
期
介
護
保
険

事
業
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。
計
画

事
業
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。
計
画

で
は
基
本
理
念
の
も
と
、
５
つ
の
基
本

で
は
基
本
理
念
の
も
と
、
５
つ
の
基
本

目
標
を
定
め
て
取
り
組
み
ま
す
。

目
標
を
定
め
て
取
り
組
み
ま
す
。

基
本
目
標
１

基
本
目
標
４

基
本
目
標
５

基
本
目
標
２

基
本
目
標
３

高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
！

高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
！

高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
！

高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
！
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問 

会
計
課　

（
２
５
）
８
１
１
８

問・  国スポ・障スポ大会推進課　 （２５）８５６７

競技名 会場 わたSHIGA 輝く国スポ
（令和７年）

競技別リハーサル大会
（令和６年）

ウエイトリフティング 安曇川高校体育館 10月 ３日㊎～  ７日㊋ 11月20日㊌～ 24日㊐

ソフトボール（成年女子）今津総合運動公園  ９月29日㊊～ 10月１日㊌  ９月14日㊏、 15日㊐

銃剣道 新旭体育館 10月 ４日㊏～  ６日㊊  ９月 ８日㊐

高等学校野球（軟式） 今津スタジアム  ９月29日㊊、30 日㊋ 11月 ９日㊏、10日㊐

開催日 集合場所

４月 28 日（日） 今津南沼市有地

６月 23 日（日） 旧朽木保健センター

７月 28 日（日） 新旭体育館　※新旭地域健康ウォーキングと同時開催

９月 22 日（日） 安曇川世代交流センター

10 月 20 日（日） アイリッシュパ－ク　※高島地域ガリバーウォーキングと同時開催

11 月 17 日（日） 今津南沼市有地

３月 23 日（日） マキノピックランド

▼時　間　９時スタート　※８時30分から受付開始
　　　　　※雨天等で中止の場合は、当日８時に防災無線放送します。
▼対象者　高島市民（小学生以上）
▼申込方法　市民スポーツ課に電話、FAX、メールまたは二次元コードで申し込み
▼参加料　１００円（保険料）　※当日徴収
▼持ち物　ウォーキングのできる服装、履き慣れた靴、飲み物、タオル、各自必要な物
▼特　典　参加することで、BIWA-TEKU アプリのポイントを貯めることができます！

高島市スポーツ推進委員会では、年間７回のウォーキングを開催します。
令和６年度の開催予定は次のとおりです。

問・ 　高島市スポーツ推進委員会事務局（市民スポーツ課内）
（２５）８５６０　 （２５）８１４５　 sports@city.takashima.lg.jp

令和７年に開催する「わた SHIGA
輝く国スポ」の高島市開催競技および、
令和６年に開催する「競技別リハーサ
ル大会」に参加される選手や監督、ス
タッフ等に斡旋または支給する弁当を
調製する施設を募集します。

▼内容　募集要領・応募様式および選定基準は、
　　　　市実行委員会のホームページをご覧ください。
▼募集期間　３月22日㊎～４月25日㊍
▼申込方法　郵送または持参

※
納
付
書
１
枚
あ
た
り
30
万
円
以
上
は
利
用
で
き
ま
せ
ん

※
領
収
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん

※
納
付
期
限
の
過
ぎ
た
納
付
書
や
金
額
を
訂
正
し
た
納
付
書
は
使
え
ま
せ
ん

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
で
き
る
カ
メ
ラ
付
き
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
使
用

す
る
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
、
ア
プ
リ
を
起
動
し
ま
す
。
納
付
書
に

印
刷
さ
れ
て
い
る
バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
各
ア
プ
リ
の
サ
イ
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、

市
営
住
宅
使
用
料
、市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
、

水
道
料
金
、
下
水
道
使
用
料

保
険
料
な
ど
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た
ア
プ
リ
で
納
付

で
き
る
、「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
」
ア
プ
リ
が
、
４
月
１
日
（
月
）
か
ら

追
加
さ
れ
ま
す
。
な
お
、「
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ
」
ア
プ
リ
に
よ
る
決
済
も
引
き
続
き

利
用
で
き
ま
す
。

【
追
加
対
応
す
る
ア
プ
リ
】

【
対
象
の
料
金
等
】

【
使
い
方
】

注意

PayPay

au PAY

d払い

LINE Pay

令和６年度

里湖里湖でで地域地域をを結結ぶぶ里湖里湖でで地域地域をを結結ぶぶ
ォーキング開催案内ォーキング開催案内ォーキング開催案内ォーキング開催案内

ウウウ

わたSHIGA 輝く国スポ高島市弁当調製施設を募集します！わたSHIGA 輝く国スポ高島市弁当調製施設を募集します！

保
険
料
な
ど
を
納
付
で
き
る
ア
プ
リ
が
増
え
ま
す
！

保
険
料
な
ど
を
納
付
で
き
る
ア
プ
リ
が
増
え
ま
す
！

保
険
料
な
ど
を
納
付
で
き
る
ア
プ
リ
が
増
え
ま
す
！

保
険
料
な
ど
を
納
付
で
き
る
ア
プ
リ
が
増
え
ま
す
！

い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
・
か
ん
た
ん
に
！

かんたん！
便利！
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問 保険年金課　 （２５）８１３７
　 滋賀県後期高齢者医療広域連合　 ０７７（５２２）３０１３

問 ①③・ⒶⒷⒸに該当する方 ･･･　高齢者支援課　 （２５）８１５０
　 ②③・ⒹⒺ　に該当する方 ･･･　障がい福祉課　 （２５）８５１６

助成券交付額助成券交付額

①市民税非課税世帯で要介護４、５の方
　　　　　　　　　　　……　月額５，０００円

②３歳以上 20 歳未満で障害者手帳の交付を受けて
いる方　　　　　　　……　月額５，０００円

③市民税非課税世帯で要支援１～要介護３の方
　および②以外の障害者手帳の交付を受けている方

　　　　　　　　　　……　月額３，０００円

助成券で購入できる介護用品助成券で購入できる介護用品

　介護用紙おむつ、尿とりパット、清拭剤、ドラ
イシャンプー、おしり拭き、介護シーツ、使い捨
て手袋、リハビリパンツ
※助成券は、市内の協力店でのみ使用できます。

申請の方法申請の方法
　民生委員や市保健師、居宅介護支援事業所な
どで確認を受けて、高齢者支援課、障がい福祉
課、各支所で申請してください。

市民税世帯課税状況は、４月～６月の申請は令和５年度、７月以降は令和６年度分で判断します。
助成券は、申請のあった月分から交付します。

対象者対象者　　

　市民税非課税世帯のうち、次のいずれかに該当す
る方
Ⓐ 介護保険要介護・要支援認定者
Ⓑ 75 歳以上で一人暮らしの方
Ⓒ 70 歳以上の方のみの世帯およびこれに準じる世

帯で生活する 75 歳以上の方
Ⓓ▼身体障害者手帳所持者のうち、肢体不自由１級・

２級、視覚障がい１級・２級、呼吸器機能障が
い１級の方

　▼療育手帳所持者のうち、Ａ１・Ａ２判定の方
Ⓔ▼身体障害者手帳所持者のうち、１級・２級（上

記Ⓓに該当する方以外）の方または肢体不自由
３級の方

　▼精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、１級・
２級の方

助成額など助成額など

《タクシー・バス利用助成券》
　Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ、Ⓓ、Ⓔの方…　月額１，０００円

《ガソリン助成券》
　Ⓓの方　…………………　月額１，０００円
　Ⓔの方　…………………　月額　７５０円
※Ⓓ、Ⓔの方は「タクシー・バス利用助成券」

または「ガソリン助成券」のどちらかを選択で
きます。

申請の方法申請の方法

▼対象になる方は、高齢者支援課、障がい福祉
課、各支所で申請してください。

※年金・給与所得者の数は、令和５年中の給与収入が 55万円を超える方、または公的年金
収入額が 65歳未満で 60万円、65歳以上で 125万円を超える方が該当します。

　世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の方は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が
軽減されます。
○ 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、15万円を引いた額で判定します。
○事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。
▼均等割額が７割軽減される方
　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方
　「基礎控除額（43万円）＋ 10万円×（年金・給与所得者の数 － 1）」
▼均等割額が５割軽減される方
　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方
　「基礎控除額（43万円）＋（29.5万円×世帯の被保険者数）+10万円
　×（年金・給与所得者の数 － 1）」
▼均等割額が２割軽減される方
　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方
　「基礎控除額（43万円）＋（54.5万円×世帯の被保険者数）+10万円
　×（年金・給与所得者の数 － 1）」

※１　所得割率の激変緩和措置について（令和６年度に限る）
　旧ただし書き所得（総所得金額等 － 43万円）が 58万円以下の方の所得割率は８．８４％

※２　賦課限度額の激変緩和措置について（令和６年度に限る）
　令和６年３月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった方、もしくは障害認定によって、
後期高齢者医療保険の被保険者となった方の年間保険料上限額は 73万円

●令和６・７年度の保険料率（年額）

区　　分 保険料率
改定前（令和４・５年度） 改定後（令和６・７年度）

被保険者均等割額 ４６，１６０円 ４８，６０４円
所得割率 ８．７０％ ９．５６％
年間保険料上限額 ６６万円 ８０万円

　医療費に見合う保険料収入を確保し、制度の健全な運営を維持するため、４月１日から
保険料率を改定します。ご理解いただきますようお願いします。

※１

※２

　介護保険要介護・要支援認定を受けている方や 75 歳以上で一人
暮らしの方、障害者手帳の交付を受けている方などの外出を支援する
ため、タクシー・バス利用助成券やガソリン助成券を交付しています。

　寝たきりや認知症、心身の障がいなどのため、常時在宅で介護用品を
使用している方に、介護用品の購入に使える助成券を交付しています。

令和６年度の均等割額が軽減される場合

一人ごとの新しい保険料の額は、７月に郵便でお知らせします

令和６・７年度の

後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ

後期高齢者医療制度の後期高齢者医療制度の保険料率保険料率をを改定改定しますします

介護用品の助成券を交付しています

タクシー・バス、ガソリンの助成券を交付しています
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問 税務課　 （２５）８１１６

●申請期間４月１日㊊～５月31日㊎
●申請方法
　次の書類等を税務課または支所へ持ってきて
ください。

○減免申請書（税務課・各支所にあります）
○身体障害者手帳（または、戦傷病者手帳・
　療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）
○運転免許証（本人が運転しない場合は、
　同一生計の方の運転免許証）
○自動車検査証または電子自動車検査証と
　自動車検査証記録事項
○マイナンバーカード ※戦傷病者の方は、お問い合わせください。

障がいの区分 運転する人が身
体障がい者本人

運転する人が
同一生計の方

身

体

障

が
　
い

者

視覚障害 1 級～ 4 級
聴覚障害 2 級・3 級
平衡機能障害 3 級
音声機能障害 3 級

（喉頭摘出者のみ） -
上肢不自由 1 級・2 級
下肢不自由 1 級～ 6 級 1 級～ 3 級
体幹不自由 1 級～ 3 級・5 級 1 級～ 3 級
乳幼児期以前の非進
行性脳病変による運
動機能障害

上肢機能 1 級・2 級
移動機能 1 級～ 6 級 1 級～ 3 級

心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこ
う、直腸、小腸の機能障害 1 級・3 級

ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫機能障害 1 級～ 3 級

肝臓機能障害 1 級～ 3 級

知的障がい者 療育手帳に記載された障がいの程
度が「A1・A2」の方

精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳に記載さ
れた障害等級が１級の方

対象者 所有者 運転者
身体

障がい者
18 歳以上 本人 本人・同一生計の方
18 歳未満 同一生計の方 同一生計の方

知的障がい者・精神障がい者 本人・同一生計の方 同一生計の方
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～よくある質問～
Q マキノ駅前から海津大崎間のシャトルバスは　 　運行はありません
Q マキノ駅前の臨時駐車場は　　　　　　　　　 　設置しません
Q マキノ駅前での特産品販売は　　　　　　　　 　販売はありません
Q マキノ駅前レンタサイクルの貸出は　　　　　 　貸出を行います
Q 海津大崎の仮設トイレは　　　　　　　　　 　設置します
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心身に障がいのある方で右の表の要件（※４心身に障がいのある方で右の表の要件（※４
月１日の状況）に該当する場合は、申請すること月１日の状況）に該当する場合は、申請すること
で軽自動車税（種別割）の減免制度を利用するで軽自動車税（種別割）の減免制度を利用する
ことができます。ことができます。

なお、令和５年度に減免を受けられた方には、なお、令和５年度に減免を受けられた方には、
現況報告書を４月上旬に送付します。現況報告書を４月上旬に送付します。

●減免の対象となる車両の状況●減免の対象となる車両の状況

●減免の対象となる障がいの範囲●減免の対象となる障がいの範囲

海
津
大
崎
一
方
通
行
規
制
の

海
津
大
崎
一
方
通
行
規
制
の

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

軽自動車税の 　　制度軽自動車税の 　　制度減免
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